
」

｜
幟
事
幟
長
に
任
命
す
る

澱
夢
'樛
<‘．

口
麻
生
国
務
大
臣

森
国
務
大
臣

高
市
国
務
大
臣

茂
木
国
務
大
臣

萩
生
田
国
務
大
臣

内
閣
人
第
七
九
号

内
閣
総
理
大
臣

Ｉ

ノ

ー
、
ノ
グ
心
〆
ク
ー

〃
螺
〃
〆
硴
，
鼎
か
一

’褒型擢 ﾉ参一
起案

令
和
二

令
和
一

菫江
藤
国
務
大
臣

Ⅱ
１
１
画
写
り
；
１
１
５
１
■
９
１
ｌ
１
１
１
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
■
０
ｔ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
■
■
■
４
Ｇ
４
●
■
■
■
■
６
１

梶
山
国
務
大
臣

加赤
羽

小

七
月
三
・
頭
誕
舗
二
電
岨
媚
一
喀
一
令
卿
年
月
日

一
令
和
年
月
日

一
裁
可
一
令
和
年
月
日
一

底

内
閣
官
房
長
官

為
総
鵜
”
⑬
ｊ

内
閣
官
房
副
長
官嘩
一

小
藤
国
務

挫
藤
国
務

淀
山
国
務

亦
羽
国
務

驫
武
：
務
奎
漁
辱

小
泉
国
務
大
臣

年
七藤

国
務
大
臣

劃

検
事
長

1

林
4

｜
’

－
‐
！

眞
琴

’
､'滴｜内I

/
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庁

！

’ 内 閣

l

l
k

咄Ⅱ

Ｌ

■日
日
壬
貼
正

（
以
上
七
月
十
七
日
予
定
）

願
に
依
り
本
官
を
免
ず
る

I

検
事
総
長
稲
田
伸
夫

次
長
検
事
に
任
命
す
る

Ill

検
事
落
１
円
・
合
義
和

検
事
長
に
任
命
す
る

~1

1

■

1
■’

次
長
検
事
堺

少

徹



法務省人検第266号

令和2年7月10日

内閣総理大臣殿

I

法務大 侶

LZｰ~ 一二三

下記のとおり人事異動を実施したいので， 閣議の上，発令方願います。

なお，本件は，検事総長稲田伸夫の退官に伴い，その後任に東京高等検察庁

検事長林眞琴を，その後任に次長検事堺徹を，その後任に最高検察庁刑事部長

落合義和をそれぞれ充てようとするものであります。

記

東京高等検察庁検事長 検 事 長 林 眞琴

検事総長に任命する

次長検事 堺 徹

検事長に任命する

最高検察庁刑事部長 ， 検 事 落合義和

次長検事に任命する

検事総長 稲田伸夫

願に依り本官を免ずる

（令和2年7月17日付け）

T

ざ

L塗務省 ’



堀
法 務面 省

本
籍三門△’ ~wｬ勺

よ'．

ノ、宮|斑
五
八 ″〃″〃 〃

一
○
《
一
二
一
四

一
一
一
一
一

四
一
一

四

六

月
一
日
一

二'三

三辰

〃II
J〃〃

七〃ﾉノ

1

1

司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

東
京
大
学
法
学
部
第
一
類
卒
業

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

検
事
二
級
（
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
任
命
す
る

甲
府
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

浦
和
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

浦
和
地
方
検
察
庁
川
越
支
部
勤
務
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
に
併
任
す
る

外
務
省
に
出
向
さ
せ
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
の
併
任
を
解
除
す
る

外
務
事
務
官
行
政
職
（
二
七
級
（
在
フ
ラ
ン
ス
日
本
国
大
使
館
）
に
転
任
さ
せ
る

事

氏旧出

項 生
氏年
月

｜名伺 名

林鴬
し

ｌ
・
〃
畦
６
０
仏
画
■
■
０
０
１
Ⅱ
Ⅱ
０
１
Ⅱ

昭
和
三
二
年
七
月
三
○
日
一

庁
司
法
試
験
管
理
委
員
会

最法
務
省
一

④

外

高
裁

眞ま

務
省
一

Jr
jJ

IF
Jf〃 〃〃 〃 ﾉノ

こ

判 琴し
〔 ー

名

一

所
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法 務 省
里 芭 さ全一ﾏ ﾜ

P q■■｡ ■ーｰ壼鄙－足■－口寺－口一

’
’
平
成
年

噸
腰
悪
晒
間
郵
鰹
耐
勘
坤
壗
亨
鶏
蝉
叡
謹
画
凹
凸
鞭
炉
押
訓
唾
哩
卸
矧
が
疋
挽
恥
乖
畔
時
哩
・
主
守
誹
恥
弘
圃
・
Ｐ
三
Ｌ
別
映
拙
鄙
却
誰
Ⅶ
掃
准
勇
岫
●
凸
罵
岬

1

1

一
一
一
一

一
一
一 51 1八'七 〃 ｜ 〃 ’六

一
《
一

一
一
一

〃 〃

四’ ’四'四｜ ｜ 〃 '五'四'四|月四’一
一
ハ四

一

○
日

一'六 〃 ’二’一－ﾛ ﾛｰﾛｰ

一
一
一
等
書
記
官
を
命
ず
る

法
務
省
刑
事
局
参
事
官
に
充
て
る

か
海
て
法
務
省
刑
事
局
総
務
課
企
画
調
査
室
長
に
充
て
る

か
ね
て
法
務
省
人
権
擁
護
局
付
に
充
て
る

法
務
省
大
臣
官
房
参
事
官
に
充
て
る

法
務
省
刑
事
局
付
に
充
て
る

か
ね
て
法
務
省
大
臣
官
房
付
に
充
て
る

高
知
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

高
知
地
方
検
察
庁
三
席
検
事
に
指
名
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

高
知
地
方
検
察
庁
三
席
検
事
の
指
名
を
解
く

法
務
大
臣
官
房
秘
書
課
付
に
充
て
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
の
併
任
を
解
除
す
る

帰
朝
を
命
ず
る

法
務
省
に
出
向
さ
せ
る

検
事
二
級
（
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
転
任
さ
せ
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
に
併
任
す
る

事

項

林

法 外||庁

｢
｜繕 ■：

〃

省
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同 法 務 省

一
年
一
月
一
日
一
事
項

一
平
成
一
二
二
六
一
二
九
一
法
務
省
刑
事
局
国
際
課
長
に
充
て
る

》
法
務
省
大
臣
官
房
付
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

法
務
省
刑
事
局
総
務
課
企
画
調
査
室
長
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

法
務
省
人
権
擁
護
局
付
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

一
五
四
一
法
務
省
矯
正
局
総
務
課
長
に
充
て
る

一
六
一
四
↓
一
東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
省
矯
正
局
総
務
課
長
に
充
て
る

一
八
七
六
法
務
省
刑
事
局
総
務
課
長
に
充
て
る

二
○
一
ヱ
ハ
法
務
省
大
臣
官
房
人
事
課
長
に
充
て
る

法
務
省
人
事
管
理
官
を
命
ず
る

二
一
一
○
一
最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

Ｔ
一
灘
熾
藻
溌
蕊
蕊
充
て
る

一
一
一
一
一

ド
〃

八 匹’

51－ 八

法
務
省
大
臣
官
房
人
事
課
長
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

法
務
省
人
事
管
理
官
を
免
ず
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
大
臣
官
房
付
）
に
併
任
す
る

最
高
検
察
庁
総
務
部
長
を
命
ず
る

「一一

’林

庁｜
眞

． i

琴
名I

。
Ｆ
凸
串
Ｐ
凸
但
ｑ
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腎
画
巳
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法
務
省
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一一畢一 坐一



9

■

b

a
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令
和
二 〃
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一

一

○

今

一
一
ハ

平
成
二
五

－

年

五 〃
△ ▲ 圭 一 一

七
月

一

一
一
ハ 〃 九 九 五

日

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
長
に
補
す
る

〃

名
古
屋
高
等
検
察
庁
検
事
長
に
補
す
る

法
務
省

検
事
長
に
任
命
す
る

内

閣

法
務
省
刑
事
局
長
に
充
て
る

〃

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

仙
台
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

〃

法
務
事
務
官
（
法
務
省
大
臣
官
房
付
）
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
省

事

項

庁
名
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本
籍

現
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所

出
生
雌

平
成

年
一
月
一
日
一

五
六
一
一
○
一
三
一

五
七
一
三

″

四

：一

泌対

四
一
四

″

１

Ｗ

一

五

六
○
一
二
二
二
五

五
六〃〃

一
一
一

〃

二

五

一
ハ
ー
ー三

一

うじ四
一
四
一
一
一
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

’

《
罰
（

【
一
宙

や
一
一九 三

二

_|ズ 七

一
司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

東
京
大
学
法
学
部
卒
業

検
事
二
級
（
札
幌
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
任
命
す
る

大
阪
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

札
幌
地
方
検
察
庁
室
蘭
支
部
勤
務
を
命
ず
る

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

大
津
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

併
任
の
期
間
中
、
平
成
三
年
度
派
遣
行
政
官
短
期
在
外
研
究
員
と
し
て
所
定
の
調
査

併
任
の
期
間
は
平
成
四
年
三
月
一
八
日
ま
で
と
す
る

人
事
院
事
務
官
に
併
任
す
る

砺
究
を
行
う
こ
と
を
命
ず
る

I

事

’

氏出
生
年
月
日

旧
１
日 項

●②、

氏
名 名

一t．
｡昭

和
三
三
年
七
月
一
七
日

堺か
い

一

司
法
試
験
管
理
委
員
会

最

法
務
省

人 庁

高
シ
」
』
ね
ヅ
○

裁
判
所

事 〃〃 ﾉノ〃
徹

名
1

1

1
院
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国

和

成平

年

法 務 省
一 一 －－寺 亭 … =

1二 －’一
九

一
八

一

七

一
一
一○ ○ ノI

ノL 七〃

九 四 四 四 四 四 四 |LI
一

| 日一
一
一
一一 戸■ｰ 一 一 一

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

旭
川
区
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

大
阪
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

大
阪
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

大
阪
地
方
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

大
阪
地
方
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

事
項

法
務
事
務
官
（
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
付
）
に
併
任
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
八
王
子
支
部
勤
務
を
命
ず
る

法
務
事
務
官
（
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
付
）
の
併
任
を
解
除
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
八
王
子
支
部
勤
務
を
免
ず
る

旭
川
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

旭
川
地
方
検
察
庁
次
席
検
事
を
命
ず
る

旭
川
区
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

旭
川
区
検
察
庁
上
席
検
察
官
を
命
ず
る

堺

訓
庁

法

務〃 〃 〃 〃 I 〃 〃 〃 I 〃

｛

名
省

十一一T三
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平
成

年一
一
一
一四

一

四

二

五

一
一
一
ハ

二
八

二

九

一
一
一

〃
○ 〃

－

月
上L・

L』
L・
L』目九 七九七 〃

Ｆ
Ｉ
ｑ
Ｆ
巳
の

一

八
二

五

一
一
一八

Ｈ
一

五五七 論〃

事

一
東
京
地
方
検
察
庁
交
通
部
長
を
命
ず
る

！
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
公
安
部
長
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
交
通
部
長
を
免
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
特
別
捜
査
部
長
を
命
ず
る

福
島
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
次
席
検
事
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
次
席
検
事
を
命
ず
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
高
等
検
察
庁
次
席
検
事
を
命
ず
る

東
京
高
等
検
察
庁
次
席
検
事
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

検
事
長
に
任
命
す
る

検
事
長
に
任
命
す
る

仙
台
高
等
検
察
庁
検
事
長
に
楠
す
る

次
長
検
事
に
任
命
す
る

1

0

項

堺
一一

一

庁法内内 法

務務 〃〃 〃〃〃 〃

徹
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本
籍

現
住
所

出
生
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平
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一

吟
ノ
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一
Ｌ
８
し

証
す
五

八

一
ハ
ー
ー

－4

ﾝ1コ五
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略 歴

氏端（ふりがな）稲田伸夫（いなだのぶお）

性別 男

昭和31年8月14，日生年月日

学歴

東京大学法学部卒業（昭和54年3月）

司法修習終了（昭和56年4月）

司法試験採用試験

出身地 奈良県

東京地検検事

福岡地検検事

法務省刑事局付

水戸地検検事

東京地検検事

法務省刑事局付

松山地検西条支部長

東京地検検事

法務省刑事局参事官

内閣法制局参事官（第二部）

法務省刑事局公安課長

法務省刑事局総務課長

法務省大臣官房人事課長

山形地検検事正

法務省大臣官房長

法務省刑事局長

法務事務次官

仙台高検検事長

東京高検検事長

検事総長

昭和56年4月

昭和57年3月

昭和58年3月

昭和60年7月

昭和61年3月

昭和63年3月

平成4年4月

平成6年4月

平成 9年9月

平成10年7月

平成14年8月

平成15年 1月

平成17年 1月

平成20年 1月

平成20年10月

平成23年8月

平成26年 1月

平成28年9月

平成29年9月

平成30年 7月

穂,馳 群討話；
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